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令和５年度以降の専門部会の公開等について（案） 
 

 

１．背景 

 
〇これまで、障害者総合支援法に基づき設置されている佐倉市障害者総合支援

協議会は公開、専門部会（専門部会に設置されている作業部会等を含む。以
下同じ。）は、特定の障害児・者の個別具体的な事例等に言及される可能性
があるため、非公開としている。 

 
〇ただし、専門部会において、特定の障害児・者の個別具体的な事例等に言及

されない場合が考えられるため、改めて、専門部会の公開について検討を行
う。 

 
 

２．議事の公開等 

 
①議事は原則非公開とする。 

理由は、専門部会における協議等において、特定の障害児・者の個別具体
的な事例等個人情報に言及される可能性等があるため。ただし、協議等にお
いて、言及される可能性が低いとあらかじめ見込まれる等の場合は、総合支
援協議会運営委員会において対応を決定する。 

 
②議事録は非公開、議事要録は公開とする。 
 
③配布資料は①と同様とする。 
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（第２回障害者差別解消支援地域協議会資料より抜粋） 

 
障害者差別解消に係るアンケート調査結果（概要） 

 
 

 

１．目的                                                                   

障害者差別解消法の周知とともに、障害がある方への相談対応の状況や相談内容等の情

報を収集し、今後の佐倉市障害者差別解消支援地域協議会の取組の検討資料とすることを目

的に実施しました。 

 

２．実施概要                                                                   

 
（１）調査対象  1，076 件 

  （佐倉商工会議所に所属する商業、サービス業、金融業の事業者） 
商業・・・・・・・・卸売業、飲食店、衣類、飲食料、ガソリンスタンド、自動車、 

医薬品、玩具、スポーツ用品、菓子 他 

サービス業・・・理美容、クリーニング、旅客、自動車整備、貨物運送、 

娯楽業、リース 他 

            金融業・・・・・・銀行、保険、郵便局、商店、質屋 他 

 

（２）実施時期  令和 4 年 12 月 13 日～令和 5 年 1 月 27 日 
 
（３）調査方法  郵送配布、回答は、郵送回収またはＷｅｂ回答（ちば電子申請サービス） 

 

（４）回 答 数  293 件（郵送回答 239 件、Web 回答 54 件） 

               

（５）回 答 率  27.2％ 

 

３．調査結果の図表の見方                                                              

 調査結果の ｎ 数は、各質問の回答者総数を表します。 

 回答結果の割合は、回答者の割合を小数点以下第 2 位で四捨五入しています。 

 自由記述は、個人のプライバシーに関わるもの、明らかな誤字・脱字等については修正を

加えています。 

Ⅰ 調査概要 
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１．調査対象者の属性                                                                  

 

 事業所の規模は、従業員数が 10 名以下の事業所が 76.8％であった。 

（5 名以下の事業者は、62.8％） 

 

 業種は、「卸・小売業」、「宿泊・飲食」、「生活関連」が全体の半数であった。 

 

 

２．障害者からの相談への対応状況について                                                                  

 

 70％の事業者が、「法律の名前は聞いたことがあるが、内容はわからない」、「法律の名

前も聞いたことが無く、内容もわからない」と回答しており、障害者差別解消法の認知・理

解は低い状況である。 

 

 障害者からの相談に対応している事業者は 36.2％であり、対面による相談の他、電話、

電子メールなどの方法で対応を行っている。 

 

 現在、相談窓口を設置していない事業者のうち、今後相談窓口の設置を検討している事

業者は非常に少ない状況です。 

 

 事業者に寄せられるすべての相談件数のうち、障害が関している相談は約 10％であり、

障害者からの相談は少ない状況です。 

 

 

3．事業者の現況や感じていること                                                                  

 

 今後、事業者に義務化される「合理的配慮の提供」や「事業者が実施しなければならな

いことを知りたい」という意見が多い。 

 

 障害者などに関する研修やマニュアル作成の実施状況は、非常に低い。 

Ⅲ まとめ 
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障害者差別解消法改正にかかる今後の市協議会の取組（案） 
 

市協議会の取組                     （参考）想定される国の動き                       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R3.6.４ 

改正法公布 

※公布日から３年以内に施行 

障害を理由とする差別の解消の推

進に関する基本方針の改定 

 ※R4.12～R5.1 意見募集 

 ★参考資料１ 改定案 

（事業分野別の） 

事業者向け対応指針の改正 

 不当な差別的取扱い、合理的配

慮の基本的な考え方、具体例 

 事業者における相談体制の整備 

 事業者における研修・啓発 

★参考資料２ 経済産業省対応指針 

事業者を含む、国民全体への周知

啓発 

【令和 4 年度】 

・市ホームページでの周知（継続） 

・新成人への啓発チラシ（継続） 

 

 

・障害者差別解消に係るアンケート調査 

・事業者への研修（ちばグリーンバス様） 

・市職員への研修（新規採用職員） 

【令和 5 年度以降の取組（案）】 

市ホームページにて改正法の周知 
→ 今後の事業者対応に特化した情報 

発信 
→ 関連する法律・例規の周知 
   （補助犬法、千葉県福祉のまちづくり条例等） 

→ 障害の理解促進となる情報 
   

商工会議所会報誌（毎月 10 日頃）を 

活用した周知 
→ 会報誌への記事掲載またはチラシ 

折込  
→ 工業団地連絡会への周知も実施 

 

事業所の対応要領モデルの作成 
→ 事業者が実施すべき内容、具体例など 

   のまとめ 

 

事業者へのメールマガジン 

 

事業者向けの説明会 

 



 

 ̶ 1  ̶
 

 

第１２回 障害者作品展 ふれあいギャラリー 開催報告 

 
 

日    時   令和４年１０月２８日（金）１０時３０分～１８時 

                 ２９日（土）１０時～１８時 

                 ３０日（日）１０時～１５時 

 

場    所   佐倉市立美術館 ３階市民ギャラリー 

 

委 託 先   社会福祉法人  

 

作品展示    ９７点 

       個人、事業所、学校など多くの方の作品が展示されました。 

 

来場者数   １０/２８   ８０名 

１０/２９  １３５名 

１０/３０  １３２名     合計  ３４７名 

 

来場者アンケートに２２８名の方にご協力いただき、 

 自由な発想の作品でとても良い 

 心を込めて作られた作品だということが伝わる 

 織物や陶芸、グループ作品などいろいろな作品があり楽しかった。 

 

   などの、多くの温かいお言葉をいただきました。 
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当日の様子 
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「みんなで知ろう！パラスポーツ！2022」開催報告 

 

日    時  令和 4 年 12 月 3 日（土） 10:00～13：30 

場    所  佐倉市立志津コミュニティセンター 

担    当  福祉部障害福祉課、健康推進部生涯スポーツ課 

参加者数  一般申込  95 名（市議会議員 2 名含む） 

     出店者    39 名 

合計     134 名 

（その他）  スタッフ   19 名（障害福祉課職員、生涯スポーツ課職員） 

26 名（千葉県ボッチャ協会会長・副会長 

順天堂大学学生、障害福祉事業所職員、 

まちのバリア点検会、ボランティア） 

 来  賓    ４名（市長、市議会議長、宇城 元、山﨑 晃裕） 
 

【A 会場】 
 ボッチャ 

 
【B 会場】 

 障害福祉サービス事業所による製作販売 
 まちのバリア点検会 展示（障がい者団体等連絡会） 
 福祉のおしごと紹介 

 
【C 会場】 

 競技用車いす 
 

【Ｄ会場】 
 ディスゲッター 

 
佐倉市広報番組 Weekly さくら（令和 4 年 12 月 19 日～12 月 31 日） 

ケーブルネット２９６ 地デジ放送１０ch 
放送時間  平日 10：00～、22：00～ 

土日 10：00～、正午～、22：00～ 
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【A 会場】 
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【B 会場】 
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【C 会場】 
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【D 会場】 
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山﨑 晃裕 選手                     宇城 元 選手 
 
 
 
 
 
 
(参考) 
 
Weekly さくら特集 
 
世界で輝く佐倉のパラアスリート 

～人権の世紀を生きる”あなた”へ送るメッセージ～ 
 

YouTube のリンク 


